
東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所

２０２２年度　パフォーマンス向上会議情報（２０２２年４月１９日（火）分）

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の

不具合が対象になります。

２０２２年４月１９日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号 グレード 発見日

1 ＧⅡ 4月5日

2 ＧⅡ 4月5日

3 ＧⅡ 4月5日

4 ＧⅢ 4月12日

5 ＧⅢ 4月14日

不適合内容

【双葉消防本部立入検査における指摘について（その１）】
２０２２年３月１６日に双葉消防本部の立入検査が行われ、以下の指摘を受けた。
・５号タービン建屋主油タンク室内滞留水移送配管について無許可変更となっているため除去するか変更の許可を受
けること。
・Nｏ.３軽油タンクの危険物配管および消火配管について、腐食が見られることから補修を行うこと。
・Nｏ.３軽油タンク配管フランジ等は、腐食防止コーティングしたことで内部確認ができない状況なので改修すること。
・Nｏ.３軽油タンクの保有空地内の枯れ草は除草すること。
・６号機所内ボイラー室の物置等の残置については、変更の許可を受けること。
・６号機非常用ディーゼル発電設備（６A）室内に、残置されている資材については、除去するか変更の許可を受けるこ
と。
・Nｏ.４・Nｏ.５軽油タンクのポンプ設備周辺の配管について、防食コーティングにより、フランジ部の点検が出来ない状
態となっていることから改善すること。
・Nｏ.４・Nｏ.５軽油タンクについて、不等沈下が疑われる状態であることから、定期点検に基づき、確認し適切な対応を
取ること。
・所内共通非常用ディーゼル発電機室（Ｂ）内に許可されていない物品が残置されていることから、撤去すること。

※主管G毎にまとめています。不適合件数は６件となります。

【双葉消防本部立入検査における指摘について（その２）】
２０２２年３月１６日に双葉消防本部の立入検査が行われ、以下の指摘を受けた。
・ガソリン貯蔵所の換気口およびフィルタに汚れが付着し、機能の低下が疑われる。

※主管G毎にまとめています。不適合件数は１件となります。

【双葉消防本部立入検査における指摘について（その３）】
２０２２年３月１６日に双葉消防本部の立入検査が行われ、以下の指摘を受けた。
・６号機高圧炉心スプレイ系用非常用ディーゼル発電機室地下階段付近の壁貫通部処理について適正な状態に改善
すること。

※主管G毎にまとめています。不適合件数は１件となります。

【５号非常用ディーゼル発電機補機冷却海水ポンプ（Ｃ）出口配管ドレン弁のシート漏えいについて】
当社社員が、５号非常用ディーゼル発電機補機冷却海水ポンプ（Ｃ）の点検後の水張り時に、出口配管ドレン弁の
シート漏えいを確認。
なお、当該弁に閉止板を取付けて、漏えい停止を確認。
今後、弁の分解点検を実施予定。

【６号機電気品室空調空気冷却器用冷水ポンプ(Ｐ６－４Ａ)電動機ファン発錆にともなう分解点検不可について】
当社社員が、発錆に伴い、６号機電気品室空調空気冷却器用冷水ポンプ(Ｐ６－４Ａ)電動機ファンの分解点検が不可
であることを確認。
なお、別系統の冷水ポンプにより空調の運転は可能。
今後、当該設備の取り替えを実施予定。


